
令和７年度 

危機管理マニュアル 

中津市立深水小学校 

１．令和７年度教職員連絡網 

２．各対応時の情報伝達及び報告の確認 

３．緊急を要する教職員・児童・生徒の事故報

告について 

４．学校危機管理マニュアル（基本型） 

５．学校危機管理（基本型）フローチャート 

６．具体的事象毎のフローチャート 

⑴  学校事故（児童負傷等） 

⑵  プール指導時の事故 

⑶ 「いじめ」事象 

⑷  熱中症 症状別救急処置 

⑸ 学校給食における異物混入 

⑹  フッ化物洗口における誤飲 

⑺ 校地内への不審者侵入 

⑻  学校生活時間内における火災 

⑼  学校生活時間内における自然災害 

⑽  ミサイル発射時の対応 

取扱注意 



２．令和７年度危機管理について（各対応時の情報伝達及び報告の確認） 

 
１ 児童生徒に係る緊急不測の事件・事故について 

（１）教育活動中の重大な事故（教科活動・特別活動・部活動） 
（２）児童生徒の非行による重大な事件 
（３）不審者による校内での危害行為 

  （４）感染症・食中毒等による児童生徒の健康被害 
  （５）その他（交通事故・水難事故・登下校時の不審者情報・その他私生活上の事故等） 
                   平成１７年１０月１３日「緊急不測の事件・事故発生時の情報伝達要項の制定について」より 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

（６）「不審者情報」について 
①市教委及び学校の対応 

※市内発生の事案で状況に応じて下記対応をする 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２「児童虐待等の通告」について 

（１）要保護児童の通告義務（児童福祉法第２５条） 
「要保護児童（保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認め

られる児童）を発見したものは、…これを通告しなければならない。」 
（２）児童虐待に係る通告義務（児童虐待防止法第６条） 

「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、…速やかにこれを報告しなければ
ならない。」 

 ※①②とも、通告先は、市子育て支援課が第一義的窓口となる。 
 
３ 教職員事故・違反等について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 自然災害について 

（１）台風・積雪・豪雨等による臨時休校や途中登下校の報告→市教委報告（報告様式あり） 
（２）上記の災害での人的・物的被害の報告        →市教委報告（報告様式あり） 

 
５ その他 

（１） 犬・猫および家畜に関わること → 北部保健所（22-2210）、教育委員会（22-4941） 
（２） 鳥獣に関わること→ 北部振興局（0978-32-0149） 

中津市林業水産課、生活環境課、教育委員会（22-4941） 

【情報伝達経路】 
①速報（各学校→市教委→教育事務所へ） 【電話で一報】 
 →その後速やかに電子メールにて報告 
②報告書（各学校→市教委→教育事務所へ）【各学校はメールにて市教委へ提出】 
 →報告書様式については education の事故報告等様式から該当する様式を選択（児童

生徒の事件・事故等については全て第 2 号様式を使用する。事故等については地図
及び状況がわかる図を添付する。（※地図・状況図の様式は問わない） 

③追加報告（必要に応じて） 

○市教委 →①警察署（情報提供及び確認）→「まもめ～る」へ掲載 
         →②教育事務所（「第２号様式」で送信） 
        →③市生活環境課（防犯協会） →市内防犯パトロール隊等への連絡 

→「青パト」でのパトロール強化 
                                     →中津市ホームページへ掲載 
         →④各幼小中学校及び私立幼稚園３園へ情報提供 
         →⑤市子育て支援課（保育所関係へ情報提供） 
○学 校  →①市教委 
         →②警察署（保護者が警察に連絡していない場合） 
         →③児童・生徒・保護者への指導及び啓発（文書等にて） 
         →④スクールガード等へ連絡・連携 （状況に応じて） 

【情報伝達経路】 
①速報（各学校→市教委→教育事務所へ） 【電話で一報】 
 →その後速やかに電子メールにて報告 
②報告書（各学校→市教委→教育事務所へ）【各学校はメールにて市教委へ提出】 
 →報告書様式については education の事故報告等様式から該当する様式を選択 

 ※事故の場合は現場の地図と状況がわかる図を添付して提出 
③追加報告（必要に応じて） 
 



３．令和７年度 緊急を要する教職員・児童・生徒の事故報告について  （令和７年４月）  No.1  

 
１ 報告要領及び報告先 

（１）電話により事故の概要を市教委へ報告（速報）する。（電話にて一報）  

（２）一報後，速やかに報告書を作成して提出する。（※報告書様式は education→事故報告等様式に格納） 

    

（３）  報告については下記の担当者まで連絡をする。                                                                

 

① 教職員に係ること（不祥事，交通事故，体罰等）→ 【学校教育課  小野・板井】            

     

② 児童生徒に係ること（校内外の事故等）    → 【学校教育課  山本・小野】  

（児童生徒の事件・事故等については全て第 2 号様式を使用） 

 
    ※緊急不測の事件・事故（危機管理事案）として市教委へ報告を要する事案 

 

 

 

 
 
 
２ 報告の流れ 

 小・中学校（幼稚園）                 

 

 

 

 

 

 

 

 

①    発見者等        ↓ 事故発生  

 
②    校  長        ↓  

④    教育事務所（ＴＥＬ：0979-22-3031）川口陽  

         （ＦＡＸ：0979-22-2713）  

①教育活動中の重大な事故     ○教科等活動   ○特別活動 ○部活動  

②児童生徒の非行による重大な事件  

③不審者による校内での危害行為  

④感染症・食中毒等による児童生徒の健康被害  

⑤その他（交通事故・水難事故・登下校時の不審者情報・その他私生活上の事故等）  

中津市教育委員会  ＴＥＬ：０９７９－２２－４９４１ 

                ＦＡＸ：０９７９－２２－１４９２ 

  

※電話連絡による速報！！ 

※その後、できる限り早く各担当２名に様式による報告書の提出

を！！ 

③    市町村教育委員会    ↓  



 
No.２  

事故（内容）別  対象者  市教委等窓口  連絡先  

交通事故  児童生徒  山本・小野  

市教委

22-4941 

問題行動（生徒指導） 児童生徒  山本・小野  

器物損壊  区別無し  

小野・板井  
体罰  教  職  員  

 

セクハラ関連  教  職  員  

交通事故（違反）  教  職  員  

人権問題   

人権・同和対策課（内線 281）  

児童虐待（または疑い） 児童生徒  山本・小野  22-4941 

その他  

［中津警察署］  

 ２２－２１３１  

※生活安全課  

 

※具体的事案，緊急時  

※一時保護を必要と

する場合  

児童生徒  ＊子育て支援課  

  22-1111（内線 745）  

＊中津児童相談所    

 0979-22-2025 

【深夜・休日・緊急時】  

※大分中央児相 24 時間対応へ  

  097-544-2016 

（中津児相職員へ連絡してくれます）  

［児童相談所］ 

※ＦＡＸ

0979-23-5935 

 

その他関係機関 

   ○犬・猫および家畜に関わること  → 北部保健所（２２－２２１０）、教育委員会（２２－４９４１）  

○鳥獣に関わること        → 北部振興局（０９７８－３２－０１４９）  

中津市林業水産課、生活環境課、教育委員会（２２－１１１１市役所）  



４．令和７年度 学校危機管理マニュアル  

中津市立深水小学校  

 

 

 

 

 学  校
教職員  

 

正確な  

情報収集  

 

児  童  
通報  

◇発見教職員の対応職務  
①  応急処置   ②  通報・連絡  ③  児童の避難・誘導  

消火・人工呼吸等   警報装置・大声で    安全な避難場所に   

教  職  員  

 
教  頭  校  長  

【発生現場】 
急行指示  

 

通報 

報告・指示  

連絡 

＜発  見  者＞  ＜発  見  者＞  

＜管   理   者＞  
通報・連絡  

生活指導主任  

養 護 教 諭 

学 級 担 任 
連絡・相談  

－対策－  
①対策本部の設置→会議の開催  
各種委員会の開催  
状況の把握・整理・情報共有  

  具体的な対応策の検討  
  今後の方針等の検討  
  役割分担の決定  
  記録  
②原因の究明  

《PTA 役員会》  
①具体的状況の報告  
②PTA としての対応の在り方等
の相談  

③臨時 PTA 総会開催・緊急保護
者会開催の検討  

 －対外的な対応－  
 ①報道機関への対応  
  窓口の一本化  

誠意ある対応  

臨時 PTA 総会・緊急保護者会  

 

方針に則った具体的対応  

○報告・説明  ○質疑への解答  

○協力・支援の要請  

(再発防止に向けて )  

◇学級担任・養護教諭・生活指導主任等の対応職務  
○児童の安全確認  事後のケア   ○家庭訪問  
○病院へのお見舞い  ○生活指導の徹底  

対応の結果の確認・分析  

◇校長・教頭・生活指導主任・学級担任の対応職務  
－再発防止と継続指導－  
①問題の背景の分析  
 報告書の作成・提出   関係機関との継続的な連携  
②再発防止への取り組み  
 事件・事故の分析    改善への取り組み  

生活指導主任  校  長  教  頭  学級担任  

保護者・地域住民等  

学校外での事件・事故等の発生  学校内での事件・事故等の発生  

児  童  

児童の負傷 交通事故  不審者の進入 不審者 (声かけ ) 不審電話  児童の行方不明  
児童虐待 自然災害  火災  いじめ 暴力行為   街頭犯罪 食中毒  感染症 等  

◇養護教諭の対応職務  
 －負傷児童への措置－  

①応急処置  

②医療機関への連絡・移送  

 （救急車の要請と同乗）  

③当該児童保護者への連絡  

④事情聴取  

⑤管理者への状況報告  

◇生活指導主任等の対応職務  
－周辺の児童への対応－  
 ①状況の判断  
②動揺の沈静化  

 ③事実確認（現場の確認）  
いつ・どこで・だれが・だれと  

どうしていて・どうなったか  

 ④管理者への状況報告  
－加害児童・者への対応－  
 ①行為の禁止  
 ②負傷の有無の確認  
 ③事情聴取  
－現場の確認－  
 ①施錠等による保存  

◇学級担任の対応職務  
 －当該児童保護者への対応－  
①医療機関への移送  

 （救急車への同乗）  
②事実の連絡  

  ◎負傷の状態・状況について  

 ③搬送先の病院名の連絡  
  ◎搬送病院の了解を得る  

◎不在の場合は勤務先  保険証  

児童の負傷・交通事故・自然災害  
いじめ・暴力行為  

◇教頭の対応職務  
－全校に緊急放送－  

 ①必要な指示を伝達  
 
 －情報集約・緊急通報 (連絡 )－  
①中津市消防本部 22-0001 
 事実の連絡  
②中津警察署 22-2131 
（生活安全課）  
（山口駐在所） 43-2731 

 事実の連絡・支援の要請  
③中津市教育委員会 22-4941 
（学校教育課）（総務課）  

 FAX・電話で速報→文書  
 事実の連絡・支援の要請  
④北部保健所 22-2210 
 事実の連絡  
⑤加害児童の保護者への対応  
 事実の連絡  

◇校長の対応職務  
 －全体指揮・総括－  
①必要な指示  
 
－連携－  
①中津市教育委員会との連携  

  (学校教育課 )  
(教育総務課 )  
連絡・相談  

 ②関係機関との連携  
  (中津警察署 )(児童相談所 )  
  (北部保健所 )  

連絡・相談  
 ③PTA・地域との連携  
  PTA 役員会の開催  
  臨時 PTA 総会の開催  

緊急保護者会の開催  
学校評議員会の開催  



令和７年度 

５．学校危機管理（事件・事故等発生時緊急対応）マニュアル 

－フローチャート－ 

 

 

 

児童負傷 交通事故 不審者侵入 声かけ 不審電話 

児童行方不明 児童虐待 自然災害 火災 いじめ 暴力行為 

街頭犯罪 食中毒 感染症 等 

事件・事故等発生 

－学校外－ 

事件・事故等発生 

－学校内－ 

＜発見者＞ 

保護者 

地域住民 

児 童 

＜教職員＞ 

□情報収集 
通報 

＜発見者＞ 

教職員    児 童 

通報 

【発見教職員の対応職務】 

□応急処置 

□通報・連絡 

□児童の避難・誘導 

＜管理者＞ 

校 長   連絡・相談   教 頭 

＜養護教諭＞ 

□負傷児童への措置 

＜生活指導主任＞ 

□周辺児童への対応 

□加害児童・者への対応 

□現場の確認 

＜学級担任＞ 

□当該児童保護者への

対応 

＜校 長＞ 
□全体指揮・総括 
□連携 
・中津市教育委員会 
（学校教育課） 
（教育総務課） 

・関係機関 
（中津警察署） 
（児童相談所）   
（北部保健所） 

・ＰＴＡ，地域 
 （ＰＴＡ役員会） 
 （臨時ＰＴＡ総会） 
 （緊急保護者会） 
 （学校評議員会） 
□対外的な対応 
・報道機関 

＜教 頭＞ 

□全校に緊急放送 

□情報集約・緊急通報 

・警察 110  消防 119 

・中津市消防本部 22-0001 

・中津警察署 22-2131 

（生活安全課） 

（山口駐在所）43-2731 

・中津市教育委員会 22-4941 

（学校教育課）（教育総務課） 

・北部保健所 22-2210 

・加害児童の保護者 

□対策 

・対策本部設置→会議開催 

・各種委員会開催 

・原因の究明 

【医療機関】 
中津脳神経外科 
 ３２－２５５５ 
内科（ふるかわメデ
ィカルクリニック） 
 ２４－４１６０ 
歯科（前田） 
 ６４－８７４６ 
耳鼻科（木戸） 
 ２２－２７４５ 
眼科（足立） 
 ２６－０１８８ 

急行指示 

報告・指示 

酒井整形外科 22-0192 

市民病院   22-2480 

連絡 

通報・連絡 

方針に則った具体的対応 

対応の結果の確認・分析 

＜校長・教頭・生活指導主任・学級担任＞ 
□再発防止 継続指導 
・問題の背景の分析 
・再発防止への取り組み 

＜学級担任＞ 
＜養護教諭＞ 

＜生活指導主任＞ 
□児童の安全確認 事後ケア 
□家庭訪問 
□病院へのお見舞い 
□生活指導の徹底 

蝮血清 

発生現場 
児童負傷 

交通事故・自然災害 
いじめ・暴力行為 



令和７年度  

６－（１）．学校事故（児童負傷等）の危機管理マニュアル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  症状等の報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生 

【発見教職員】 

・応急処置 

・通報及び応援依頼（他の教職員・児童へ） 

【養護教諭】 

・症状等の確認 

・負傷児童への措置の実施 

【養護教諭及び教諭１】 

・救急車への同乗 

・搬送先の連絡（学校へ） 

【担任以外の教諭】 

・児童に対する事後指導 

 混乱，動揺を抑える 

 正確な情報の伝達 

【生活指導主任】 

・事故目撃児童よりの聞き

取り調査 

・指導者からの聞き取り調

査 

【管理職】 

・教育委員会への報告 

  電話⇒ＦＡＸ 

・学校医への連絡（必要時） 

・警察への連絡（必要時） 

・情報収集 

 正確な事故の経過の記録 

 

・教育委員会と協議 

 マスコミ用資料の準備 

 （必要時） 

【学級担任】 

・保護者へ事故発生連絡 

□事故への対応の経過 

□児童の状況 

□搬送先 

【教頭】 

１１９救急 

【教頭】 

救急車の校内誘導 

【校長及び学級担任】 

・搬送先に急行 

・保護者への説明 

《PTA役員会》 
・具体的状況の報告 

・PTA としての対応の

在り方等の相談 

・臨時 PTA総会開催・

緊急保護者会開催

の検討 

【学級担任・養護教諭 
・生活指導主任等】 
○事後のケア   

○家庭訪問 

○病院へのお見舞い  

○生活指導の徹底 

臨時 PTA 総会 

緊急保護者会 
 

【校 長】 

・報道機関への対応 

  窓口の一本化 

誠意ある対応 

【校長・教頭・生活指導主任・学級担任】 

－再発防止と継続指導－ 

①問題の背景の分析 

 報告書の作成・提出  関係機関との継続的な連携 

②再発防止への取り組み 

 事件・事故の分析   改善への取り組み 

【教 頭】 

・対策本部の設置，会

議の開催 

・緊急職員会議の開催 

・原因の究明 

方針に則った具体的対応 

対応の結果の確認・分析 

【発見児童】 

・教職員への通報 

【管理職】 

校長← 連絡・相談 →教頭 

・養護教諭への指示，他の教職員への指示 

【他の教職員】 

・現場の保全 

・他の児童の安全確保 

・加害児童への対応 

救急車到着 



令和７年度 

６－（２）．プール指導時における危機管理マニュアル 
 

事故発生 

【未入水指導者】 

他の児童をプールから上げ

て，落ち着かせる。 

【入水指導者】 

プールサイドに引き上

げ安静にさせる。 

意識の有無などの状況

把握 

心肺蘇生（ＡＥＤの使

用を含む）や応急手当

等の実施 

【指導者】 

・管理職への連絡 

・救急車の要請 

・養護教諭への連絡 

・ＡＥＤの搬送 

・教職員の応援依頼 

救急車到着 

【養護教諭及び教諭１】 

・救急車への同乗 

・搬送先の連絡（学校へ） 

【担任以外の教諭】 

・児童に対する事後指導 

 混乱，動揺を抑える 

 正確な情報の伝達 

【生活指導主任】 

・事故目撃児童よりの聞き

取り調査 

・水泳指導者からの聞き取

り調査 

【管理職】 

・教育委員会への報告 

  電話⇒ＦＡＸ 

・学校医への連絡（必要時） 

・警察への連絡（必要時） 

・情報収集 

 正確な事故の経過の記録 

 

・教育委員会と協議 

 マスコミ用資料の準備 

 （必要時） 

【学級担任】 

・保護者へ事故発生連絡 

事故への対応の経過 

児童の状況 

搬送先 

他の児童に対する指導 

沈静化・掌握 

↓ 

着替え・教室移動 

↓ 

学級指導（対応可能教職員） 

【教諭】 

ＡＥＤ 

【教頭】 

１１９ 

【教頭】 

救急車の校内誘導 

【校長及び学級担任】 

・搬送先に急行 

・保護者への説明 

《PTA役員会》 
・具体的状況の報告 

・PTA としての対応の

在り方等の相談 

・臨時 PTA総会開催・

緊急保護者会開催

の検討 

【学級担任・養護教諭 
・生活指導主任等】 
○事後のケア   

○家庭訪問 

○病院へのお見舞い  

○生活指導の徹底 

臨時 PTA 総会 

緊急保護者会 
 

【校 長】 

・報道機関への対応 

  窓口の一本化 

誠意ある対応 

【校長・教頭・生活指導主任・学級担任】 

－再発防止と継続指導－ 

①問題の背景の分析 

 報告書の作成・提出  関係機関との継続的な連携 

②再発防止への取り組み 

 事件・事故の分析   改善への取り組み 

【教 頭】 

・対策本部の設置，会

議の開催 

・緊急職員会議の開催 

・原因の究明 

方針に則った具体的対応 

対応の結果の確認・分析 



６－（３）．令和７年度 「いじめ」事象における危機管理マニュアル 

 

⑴ いじめに関する情報・いじめが疑われる情報を学校が把握した段階で，状況把握（事実関係調査）

を実施 

⑵ 状況把握（事実関係調査）をもとに，いじめ防止委員会で「いじめの認知」及び「いじめの深刻度

レベル」を判断（その際，以下の基準に従う） 

い じ め の 深 刻 度 レ ベ ル 

レベルⅠ １対１の比較的軽度な言葉によるからかいや無視 

レベルⅡ 数名の軽度な言葉によるいじめ，仲間はずれ，無視 

レベルⅢ 
レベルⅡが継続する。 

蹴る，叩く，足をかける，物かくし等，精神的苦痛を伴う実害がある 

レベルⅣ 
長期間の集団無視，強要，ぬれぎぬ，服を脱がせる等重度の実害発生。 

いじめによる不登校，転校を保護者・本人が検討 

レベルⅤ 万引き強要・怪我を伴う暴力・恐喝・窃盗・強姦・PTSDと診断される，自傷行為，死を語る 

⑶ 判断した深刻度レベルに応じて，以下の手順で対応 

  【レベルⅠ】学校内での解決を目指す比較的軽度な事象 

 

 

 

 

 

 

 

 

【レベルⅡ・Ⅲ】学校内での解決を目指すが，対応が複雑又は困難な事象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【レベルⅣ・Ⅴ】学校内だけでは解決が困難な事象（重大事態） 
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【決定すべき事項】 
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６－（４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

異常発生 

涼しい場所へ移動：風通しのよい日陰、クーラーの効いている室内へ 

衣服をゆるめ、身体を冷やす：熱を身体の外へ逃がします 

 

熱けいれん 

✔筋肉痛 

✔手足がつる 

✔筋肉がけいれ

んする 

熱失神・熱疲

労 

✔めまい 

✔全身倦怠感 

✔悪心・嘔吐 

✔頭痛 

熱射病 

✔体温が高い 

✔意識障害 

✔呼びかけや刺激へ

の反応がにぶい 

✔言動が不自然 

✔ふらつく 

生理食塩水を補給 

0.9％の食塩水（１ℓの

水に９g の食塩水） 

を補給します。 

水分を補給 

0.2％の食塩水やイオ

ン飲料、経口補水液を補

給します。 

すぐに 

救急車を要請！ 

回復しないときは 

救急車を要請 

足を高くして寝かせる 

手足から身体の中心に向

かってマッサージすると

効果的です 回 復 

病院へ！！ 

救急車到着まで 

水をかけたり、濡れタ

オルをあてたりして、

身体を冷やします。首

筋・脇の下・大腿部の付

け根など大きい血管を

冷やすのも効果的 



６－（５）．令和７年度 学校給食における危機管理マニュアル 

 

危険異物の発見 

※金属・ガラス・硬質プラスチック類・

有害物質の混入が疑われる異臭味・ゴキ

ブリ、ハエ等の病原菌を媒介する恐れの

ある非衛生虫 

【児童が飲食した場合】 

健康観察の実施 

（養護教諭・学級担任） 

学校医へ連絡（教頭） 

・必要に応じて 

混入献立の喫食停止指導（学級担任） 

混入献立の保存（養護教諭） 

混入状況報告（養護教諭が教頭に） 

・養護教諭不在時は、教頭が行う 

 

校長に報告（教頭） 

・現物確認，今後の対応指示 

喫食停止の指示（校長） 

喫食停止の連絡（教頭） 連絡・対応協議（校長） 

・調理場長へ 

対応の周知（校長） 

・混入献立以外の給食の再開（中止） 

混入可能性の

検証（教職員） 

・学校現場での 

混入献立及び学校給

食異物混入報告書の

作成・提出（教頭） 

・調理場長へ 

保護者への対応協議（校長） 

・調理場長，体育・給食課長と 

児童への説明 

（養護教諭）

か（教頭） 

経過及び再発防止策等の説明

（校長） 

・保護者宛て文書 

・口頭 

非危険異物の発見 

※虫（ゴキブリ、ハエ等を除く、病原を 

媒介する可能性の低い虫）・毛髪・食材の 

包装材料の切れ端など健康への影響度が 

少ないもの 

 

【少量の場合】 

安全確認の上，給食

提供（学級担任） 

・異物除去又は他の

食器への盛り替え 

【多量の場合】 

危険異物と同様の対

応 

混入献立の保存（養護教諭が教頭へ） 

混入状況報告（養護教諭が教頭へ） 

・養護教諭不在時は、教頭が行う 

校長に報告（教頭） 

・現物確認 

児童への説明（養護教諭） 

学校給食異物混入報告書の

作成（教頭） 

調理場への状況連絡（教頭） 

混入異物及び学校給食異物

混入報告書の提出（教頭） 

・引取り依頼又は食器返却時 



６－（６）．令和７年度 フッ化物洗口における危機管理マニュアル 

誤飲の発見 
※自己申告－児童 
※紙コップの洗口液目視－学級担任(代替者) 

応急処置 
※水道水を飲ませる－学級担任(代替者) 

誤飲の報告 
※学級担任(代替者)⇒校長 

誤飲の確認 
※校長 
・児童への聞き取り 
・紙コップの洗口液目視 

経過観察 
※誤飲者は教室待機－学級担任(代替者) 

保護者の来病可 
※教諭 
・状況説明 
・児童引き渡し 

異常の確認・判断 
※校長(判断者)・養護教諭 

異常あり 
※学級担任(代替者)判断 

異常なし 
※誤飲者は次の活動へ参加 
※保護者に連絡・経過観察依頼 

異常ありの報告 
※学級担任(代替者)⇒校長 

保護者への連絡 
※学級担任(代替者) 
・誤飲による以上ありの報告 
・病院への搬送の連絡 
・搬送先の希望の確認 
・来病の可否の確認 

病院への搬送 
※タクシー配車依頼(教頭)－教頭 
 
 
※病院への受入れ依頼の連絡－養護教諭 
※タクシーでの付き添い－養護教諭 

医療措置等の実施 
医師からの説明 

状況の報告(電話) 
※教諭⇒校長 

帰校・報告 
※教諭⇒校長 

保護者の来病不可 
※教諭 
・誤飲者を学校へ搬送 

帰校・報告 
※教諭⇒校長 

誤飲者の引き渡し 
※管理職⇒保護者 

・診断結果等の説明 



６－（７）．校地内への不審者侵入における危機管理マニュアル 

「不審者侵入の防止の３段階チェック体制」 

段階 具体的な方策 

校門付近 学校用務員による様子観察、死角の排除、来訪者向け案内 

校門から校舎の入り口まで 来校者向けの案内板の設置、インターホンの設置、防犯カメラの設置 

校門から児童玄関の入り口まで 校長室から運動場側の様子観察、職員室からの様子観察、死角の排除 

校舎の入り口 防犯カメラの設置、玄関での訪問者の確認、名札の着用、さすまたの設置 

 

「関係者以外の学校への立ち入り対応」 

     ⇒正当な理由あり ⇒職員室に案内する 

正当な理由なし 

     ⇒退去した ⇒再び侵入があるかどうか確認 

退去しない 

      ⇒ない ⇒再び退去を求める 

ある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         いない 

いる 

退去を求める 

危害を加える恐れはないか 

不審者かどうか 

◆児童の安全確保 

連絡Ａ 校内放送で不審者の侵入を連絡 

・放送内容 「××中失礼します。お客さまがお

越しです。みなさんは教室に入っ

てください。」 

連絡Ｂ 鐘で不審者の侵入を連絡 

【授 業 中】 ・担任及び指導者は児童を教室に待機  ⇒次の連絡を待つ 

・状況によっては、不審者の位置情報により体育館か職員室玄関に避難誘導 

【授業以外】 ・担任及び指導者は児童を教室等に入れ、点呼確認 

・状況によっては、不審者の位置情報により体育館か職員室玄関に避難誘導 

◆隔離・通報 

・近くの職員へ緊急連絡  ・避難指示 

・暴力行為抑制と退去の説得、不審者対応 

・警察・教育委員会に通報及び支援要請 

〈警察 １１０〉 〈中津警察署 ２３-２１３１〉  

〈中津市教委 ２２－４９４１〉 

【不審者が退去（警察による身柄確保】 

□校内放送で不審者の退去・身柄確保を連絡 

□教育員会に報告 

□全教職員に状況説明（校長） 

□連絡メールで保護者に通知 

【不審者による緊急事態発生】 

□校内放送で避難指示 

※放送では間に合わないような緊急時に

はホイッスル・非常ベル等で非常事態発

生を連絡 

負傷者がいるか 

【応急手当など】   □応急手当   □救急車の要請状況 

  □被害者などへの心のケア   □該当児童保護者への連絡   

【事後の対応や措置】 

□情報の整理と共有     □教育委員会への連絡  □今後の対応判断  □保護者への説明 

□再発防止対策実施  □児童への心のケア           □報告書の作成    □報道機関への対応 



令和７年度  

６－（８）．火災（学校生活時間内）における危機管理マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出火 

児童が発見 教職員が発見 

教職員に連絡 

現場確認（管理職） 

応援要請（近くの教職員に） 

職員室に連絡 職員室に連絡 
非常ベルで発報 

対応指示（校長） 

校内放送で火災発生を連絡（教頭・学校支援員） 

・火災現場の周知，避難指示 

消防署に通報（教頭） 

・消防，場所，住所等 

【授業中】 

・指導者は児童の点呼後，避難

場所へ引率 

・児童の点呼，負傷者の確認 

【授業以外】 

・学級担任は避難場所で児童の

点呼，負傷者の確認（担任不在

時は他の教職員が） 

【怪我人に対して】 

□応急処置（養護教諭） 

□救急車の要請（教頭） 

□該当児童の保護者に連絡 

□今後の対応判断（校長） 

 ・児童の下校対応 

□教育委員会に連絡（教頭） 

□児童の下校引取りを緊急

連絡網・緊急メールで保護者

に通知 

□保護者不在時は，学校に留

め置く 

火災の認知 

初期消火 

【不明児童に対して】 

□捜索の指示（校長） 

□捜索及び避難場所へ誘導 

□負傷の確認 



令和７年度  

６－（９）．自然災害時（学校生活時間内）の危機管理マニュアル 
 

 

※避難勧告等が発令 

※児童だけでの下校が危険と判断（教職員引率の場合有） 

※徒歩での下校が危険と判断 

【各自】 

・安全確保 

【教職員】 

・児童の安全確認 

↓ 

緊急避難放送（管理職） 

↓ 

・一次避難場所へ避難 

・児童の安全確認（負

傷等の確認） 

※安全な場所で待機 

↓ 

【管理職】 

・情報収集 

・今後の指示 

★ため池決壊 

↓ 

二次避難場所へ避難 

※安全な場所で待機 

↓ 

【管理職】 

・情報収集 

・今後の指示 

 

地 震 

自然災害発生 

水害の想定 

□川の増水・土手の決壊 

□ため池決壊 

台 風 大 雨 

風害の想定 

□強風 

□倒木 

【情報収集】管理職 
□校区巡回 

□テレビ等の気象情報 

□インターネットの気象情報 

□防災無線 

□保護者・地域住民からの連絡 

【現場確認】管理職 
□校区巡回 

□行政との連絡 

情報入手 

【対応協議】職員会議 
□状況説明 

□今後の対応決定 

【保護者への周知】管理職 
※「連絡メール」活用 

□状況説明 

□対応説明－保護者引き取り 

□引き取り予定時刻・引き取り者の返信依頼 

【児童対応】学級担任 
□基本は，各学級で「帰りの会」

まで実施 

□放課後はランチルームで待機 

□読書や宿題等を実施 

【児童引き渡し】学級担任・管理職 
□ランチルームで引き渡し 

□引き取り者の確認 

自然災害発生の予兆 



令和７年度 

６－（１０）．弾道ミサイル発射に係わるＪアラート作動時の危機管理マニュアル 

中津市立深水小学校 

 

想定１：弾道ミサイル通過 

 弾道ミサイル発射－Ｊアラート作動  

【在校中】         【登下校中】         【登校前】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 弾道ミサイル通過  

【在校中】         【登下校中】         【登校前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□管理職の対応 

・校長が対応判断 

・避難判断後，校内放送等で

周知 

・情報収集 

□児童の対応 

≪校舎外にいる場合≫ 

・１階ワークスペースと教室

の間に避難 

≪校舎内にいる場合≫ 

・各階ワークスペースと教室

の間に避難 

□教職員の対応 

・児童が避難している場所に

移動して対応指示 

・カーテンを閉める 

□児童の対応 

・近くの建物の中に避難 

・近くに建物がない場合は，

物陰に身を隠すか地面に伏せ

頭部保護 

□児童の対応 

・近くの建物の中に避難 

・近くに建物がない場合は，

物陰に身を隠すか地面に伏せ

頭部保護 

□児童の対応 

・避難解除 

・安全に配慮して登校及び下

校 

□学級担任等の対応 

≪登校時≫ 

・児童の登校確認 

・未登校児童の安全確認 

 →管理職への報告 

≪下校時≫ 

・児童の下校確認 

→管理職への報告 

□管理職の対応 

・校長が避難解除判断 

・避難解除判断後，校内放送

等で周知 

□児童・教職員の対応 

・避難解除→通常活動 

□児童の対応 

・避難解除 

・安全に配慮して登校 

□学級担任等の対応 

・児童の登校確認 

・未登校児童の安全確認 

 →管理職への報告 

・安全確認が取れない児童に

ついては，学級担任以外の教

職員が対応 



想定２：弾道ミサイル落下の可能性あり 

 弾道ミサイル発射－Ｊアラート作動  

【在校中】         【登下校中】         【登校前】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 弾道ミサイル落下の可能性あり  

【在校中】         【登下校中】         【登校前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 弾道ミサイル落下の可能性解除（通過）  

【在校中】         【登下校中】         【登校前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□管理職の対応 

・校長が対応判断 

・避難判断後，校内放送等で

周知 

・情報収集 

□児童の対応 

≪校舎外にいる場合≫ 

・１階ワークスペースと教室

の間に避難 

≪校舎内にいる場合≫ 

・各階ワークスペースと教室

の間に避難 

□教職員の対応 

・児童が避難している場所に

移動して対応指示 

・カーテンを閉める 

□児童の対応 

・近くの建物の中に避難 

・近くに建物がない場合は，

物陰に身を隠すか地面に伏せ

頭部保護 

□児童の対応 

・近くの建物の中に避難 

・近くに建物がない場合は，

物陰に身を隠すか地面に伏せ

頭部保護 

□管理職の対応 

・情報収集 

□児童の対応 

・避難継続 

□教職員の対応 

・避難継続 

 

□管理職の対応 

・情報収集 

□児童の対応 

・避難継続 

□教職員の対応 

・避難継続 

□管理職の対応 

・情報収集 

□児童の対応 

・避難継続 

□教職員の対応 

・避難継続 

□児童の対応 

・避難解除 

・安全に配慮して登校及び下

校 

□学級担任等の対応 

≪登校時≫ 

・児童の登校確認 

・未登校児童の安全確認 

 →管理職への報告 

≪下校時≫ 

・下校確認→管理職への報告 

□管理職の対応 

・校長が避難解除判断 

・避難解除判断後，校内放送

等で周知 

□児童 

・避難解除→通常活動 

□教職員の対応 

・避難解除→通常活動 

□児童の対応 

・避難解除 

・安全に配慮して登校 

□学級担任等の対応 

・児童の登校確認 

・未登校児童の安全確認 

 →管理職への報告 

・安全確認が取れない児童に

ついては，学級担任以外の教

職員が対応 



想定３：弾道ミサイル落下 

 弾道ミサイル発射－Ｊアラート作動  

【在校中】         【登下校中】         【登校前】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 弾道ミサイル落下の可能性あり  

【在校中】         【登下校中】         【登校前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 弾道ミサイル落下 （臨時休業）  

【在校中】         【登下校中】         【登校前】 

 

 

 

 

 

 

□管理職の対応 

・校長が対応判断 

・避難判断後，校内放送等で

周知 

・情報収集 

□児童の対応 

≪校舎外にいる場合≫ 

・１階ワークスペースと教室

の間に避難 

≪校舎内にいる場合≫ 

・各階ワークスペースと教室

の間に避難 

□教職員の対応 

・児童が避難している場所に

移動して対応指示 

・カーテンを閉める 

□児童の対応 

・近くの建物の中に避難 

・近くに建物がない場合は，

物陰に身を隠すか地面に伏せ

頭部保護 

□児童の対応 

・近くの建物の中に避難 

・近くに建物がない場合は，

物陰に身を隠すか地面に伏せ

頭部保護 

□管理職の対応 

・情報収集 

□児童の対応 

・避難継続 

□教職員の対応 

・避難継続 

 

□管理職の対応 

・情報収集 

□児童の対応 

・避難継続 

□教職員の対応 

・避難継続 

 

□管理職の対応 

・情報収集 

□児童の対応 

・避難継続 

□教職員の対応 

・避難継続 

 

□管理職の対応 

・児童の安全確認→市教委に

報告 

・情報収集 

□児童の対応 

≪登校時≫ 

・避難→登校→集団下校→自

宅待機 

≪下校時≫ 

・避難→帰宅→自宅待機 

□教職員 

・集団下校の引率 

・電話連絡にて児童の帰宅確

認→管理職に報告 

 

□管理職の対応 

・児童の安全確認→市教委に

報告 

・情報収集 

□児童の対応 

・集団下校→自宅待機 

□教職員の対応 

・集団下校の引率 

・電話連絡にて児童の帰宅確

認→管理職に報告 

□管理職の対応 

・児童の安全確認→市教委に

報告 

・情報収集 

□児童の対応 

・自宅待機 

□教職員の対応 

・電話連絡にて児童の安否確

認→管理職に報告 


